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　今国会で、防衛庁「省」昇格法案が審議されています。同法
案は、防衛庁設置法、自衛隊法、安全保障会議設置法の３法
改定を軸に、他関連70法案にもわたる一括法案です。それ
は、防衛庁を防衛省に、防衛庁長官を防衛大臣に、内閣府令
を防衛省令になどの文言の読み替えが大部分を占める「組織
改正案」です。（中略）
●自衛隊は「専守防衛」の部隊とされてきましたが、新たに海
外派兵を「本務」としています。　自衛隊法第３条２項に、「周
辺事態」及び「国際連合を中心とした国際平和のための取り
組みへの寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む
国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」と規定し、一
気に海外派兵への道をエスカレートさせようとしています。
　「国際連合を中心とした国際平和」と言えば、聞こえはいい
かもしれませんが、曖昧な包括的な表現で、テロ対策特別措
置法とイラク人道復興支援等特別措置法に基づく海外派兵を
本務にしてしまうのです。例えばイラク人道復興支援等特別
措置法の基になったイラク戦争は、米国がフセイン政権を
「大量破壊兵器」を隠し持っている「ならず者国家」だと決め
つけ、武力で威嚇し、先制攻撃をしかけて起こした戦争でし
た。しかし、大量破壊兵器は存在しなかったように、完全な
つくり話であることを、ブッシュ政権自らが認めざるをえな
くなりました。またその後の統治もままならず、内戦状態が
拡大し、今や収拾のつけようもない状態になっています。こ
の法案は、そうしたことまで、より積極的に協力するものに
なっているのです。
●防衛大臣への権限の集中は、何をもたらすのでしょうか？
政府は、内閣府の外局である防衛庁を防衛省にすることによ
って、内閣府の主務大臣の内閣総理大臣が権限をもっている
諸事項を防衛大臣に移管するとしています。ただ「内閣の長」
の権限は、そのまま内閣総理大臣にあると説明しています。

　しかしこれも字義通りに解釈することはできません。内閣
府の主務大臣としての総理大臣がもっている権限が防衛大臣
に移管され、従来から防衛庁長官がもつ権限と相俟って防衛
大臣に集中されるのです。それによって、平事から有事まで、
米軍との共同作戦をより緊密化させるものです。特に防衛出
動下令前の（米軍への）物品の提供等の規定は、周辺事態法や
武力攻撃事態法ですら、周辺事態や武力攻撃事態等の認定は、
閣議決定と国会承認を必要としていますが、それすら無視す
ることになりかねない法案です。
●安全保障会議設置法の諮問事項に周辺事態への対処及び国
際平和協力活動の重要事項を加えています。　これも先にで
指摘したことと重なりますが、戦時体制に備える重要な改定
です。現在の北朝鮮に対する臨検等を含む制裁論議がしきり
と行われていることにも対応しています。特に安全保障会議
の議員（委員）に防衛大臣が入り、事態対処専門委員会に自衛
隊制服組が含まれることをかんがみれば、軍事組織の発言力
が強化され、戦争の発動を準備していくことでしょう。
●有事体制の整備の果ての改定であり、米軍再編の渦中での
改定です。　今回の法案は、92年のPKO協力法、97年の
新ガイドライン、99年の周辺事態法、03年の武力攻撃事態
法等の海外派兵－有事体制の整備の上に立案されており、こ
れらを組織的に集大成する法案です。（中略）これでは、米国
の意につき従った実質的な改憲と言うほかありません。（中
略）そこで以下の要請を行います。
（ａ）防衛庁「省」昇格法案を巡る問題点を洗いだし、とこと
ん追及してください。

（ｂ）政府による拙速な採決には、断固とした反対の行動を示
してください。

＊新しい反安保行動をつくる実行委員会（第10期）の
　「民主党・公明党国会議員への『要請』」を転載

「不当な支配」とは「国会で決められた法律と違うことを，
特定のグループ，団体が行う場合」のことをいう，と11
月22日の参院教育基本法特別委員会で伊吹文部科学相
が話した。そして，法律や政令，大臣告示は「国民の意
思として決められた」ことだから，「不当な支配」にはあ
たらないらしい。◆「特定のグループや団体」がどうい
うものを想定してるのか知らないけど，「支配」ってい
うのは普通，権力をもっているほうがするんじゃない

の？　だから問題になるんじゃない。◆タウンミーティ
ングの「ヤラセ問題」や，あちこちで噴出している「いじ
め問題」のおソマツな顛末。上（権力）のほうしか見ない，
ああいう構造（システム）がデカくなったのが今の世の
中だとすれば，希望が持てないのは何も子どもだけじゃ
ない。うーん，暗いなぁ。◆暗い流れに逆らっていくの
はたいへんだけど，その流れに呑まれるわけにもいかな
いし。もうちょっとがんばってみようか。　　　（玉子）

『防衛省設置法案』－－－民主党・公明党への申し入れ書



【page �／ No. 13／2006年11月29日●通巻第37号】

　「とめよう改憲！ おおさかネットワーク」が、11月18日、
大阪市住まい情報センターで、130名の参加により結成され
た。今年の５．３憲法集会実行委員会を軸に40団体で発足
した。共同代表として澤野義一（憲法９条の会・関西）、井上
二郎（護憲・大阪の会）、村上隆之（憲法を生かす会・大阪）、
中北龍太郎（関西共同行動）らを選出。憲法改悪をとめるた
めの諸活動を行うゆるやかな団体間のネットワークで、会費
は年3000円。意見の違いを暴力で解決する団体は参加でき
ないなどの申し合わせを行った。
　当面の活動計画として、（１）９条意見広告運動に取り組む。
そのため１月に広島の実践の学習会を行う。（２）２月17日
に憲法講演会またはシンポジウムを行う。（３）各地で行われ
ている９の日行動に連携し街頭宣伝を行う。（４）11月22日、
共謀罪、教育基本法改悪、国民投票法など三悪法を廃案へ！ 
大阪緊急行動（午後６時～扇町公園）を成功させる、などを決
定した。
　第２部として、渡辺治（一橋大教授）の「安倍政権はなぜ改
憲を急ぐのか」の記念講演を行った。講演の要旨は「歴代20
人の保守政権下で、各首相は『私の政権下では憲法改正は行
わない』と言明し、国民を安心させて政権維持をしてきた。
だが、安倍政権は５年以内に憲法改正を行うことを表明して
いる。なぜ改憲を急ぐのか。それはグローバルに海外展開す
る日本企業の防衛のための自衛隊出兵という日経連、経済同

友会などの要求と、アメリカの『共に血を流せ！』という共同
戦闘作戦の要求である。そのために憲法解釈改憲と明文改憲
二本立て戦略をとっている。
　憲法96条の改正条項では、衆・参各議員の３分の２の賛
成で発議が可能だが、民主党を抱き込まないと参院では３分
の２を確保できない。そのため、自民党新憲法草案は、復古
的前文や天皇元首化の中曽根的保守派の要求を拒否し、９条
の改正案でも『集団的自衛権』という文言を使わず、実質的に
同じである『国際社会の平和と安全を確保するために国際的
に協調して行われる活動』としている。
　憲法改正手続きの96条も『各議院の過半数の賛成で国会
が議決し』としている。これを実現させれば他の条項は過半
数の賛成でいつでも発議できる。その実現のため、反対しに
くい環境権や知る権利を入れ一括投票方式を策し、民主党の
個別投票方式と国民投票法案をめぐって対立している。
　安倍政権を支えているのは、構造改革推進派の大都市上層
市民と小泉構造改革で痛みつけられ、公共投資などのばらま
きを期待している地方である。が、この２者は利害が対立し
ていて政権の不安定要因となっている。改憲阻止運動は野中
広務のような自衛隊容認・海外派兵反対の保守派を巻き込む
必要がある」と、強調された。

（黒田伊彦／桃山学院大学教員）

報告▶「とめよう改憲！ おおさかネットワーク」結成
渡辺治さんが記念講演

　11月10日、東京都は「大規模テロ災害を想定した」図上訓
練を都庁内で、実動訓練を池袋西口公園・東京芸術劇場で強
行した。
　プレス発表（11月２日）で公開された東京都総務局による
文書によれば、この訓練は「東京都が今年３月に策定した国
民保護計画に基づいて初めて実施する『国民保護訓練』」だと
いう。そして今回の想定（シナリオ）はこうだ。「都内某所で
高架線が切断され、広範囲にわたり停電が発生。その後、鉄
道施設、文化施設、オフィスビル及び宿泊施設（合計８か所）
において化学剤散布や爆発が断続的に生起し、大規模な被害
が発生」という、まるでテロが竜巻のように突然発生したか
のような荒唐無稽さである。ともかく、東京における初の国
民保護＝有事訓練が、わずか１週間前に発表（実際は何か月
も前から周到に準備されてきたはず）というのも奇妙な話だ
が、マスコミもほとんど報じなかった。この知らせを聞いた
のも、翌週に都議の福士敬子さん（９・１防災訓練反対の取
り組みでも尽力された）のFAXであった。緊急に抗議声明を
発信し、賛同を得ながら当日の監視・抗議申し入れ行動を準
備。当日はまず、実動訓練の様子を監視した上で、抗議文を
都の担当者に渡そうと、集まった10数人で池袋西口公園に
向かったが、公園近くで大勢の警察官に拒まれた。訓練の様
子がよく見えるバスターミナルには通行人が自由に行き来し

ているのに、なぜ妨害するのかと抗議すると「都庁の要請だ。
行かせない。抗議文を渡すのもだめだ」と警備責任者が公言
（あとで防災課の職員に問いただしたところ、「そんな要請は
してないと思う」と）、その間にも消防車が続々とサイレンを
鳴らして到着、陸自の練馬第１師団「化学防護」車も見える。
何事かと野次馬が集まり、公園から追い出された野宿者が憤
慨するなど、住民不在（今回の実動訓練は住民動員の形はと
ってない）の意味不明な対「テロ」訓練はこうして強行された
のだった。その後、都庁に向かい、迷彩服の自衛隊員が庁舎
内をうろうろする中を防災課に抗議文を提出。防災課の職員
と話をしたところ、今回の取り組みを聞いたのは先週、防災
課の仕事に加えて「国民保護」の仕事も加わり大変なのだと
言うばかりで、この事態への危機感のなさと裏腹に業務への
使命感は旺盛なところにあきれる。このままだと、自治体の
労働組合も防災訓練と同様に組み込まれてゆく可能性は高い。
　実動訓練はすでにこの間、福井、千葉、北海道、茨城、鳥取
など各地で実施され、国民保護計画が区市町村で策定される
年度末以降、住民動員の本格的訓練が準備されるはずだ。今
はまだ、自然災害のようなあいまいな設定だが、やがて有事
訓練の核心である「敵」の問題が浮上するだろう。
　地域から「国民保護計画」策定、実動訓練を許さない闘い
を！　　　　　　  藤田五郎（荒川－墨田－山谷実行委員会）

11・10東京都による「国民保護」訓練強行を弾劾する！
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　11月15日に衆議院特別委員会で、そして翌日の衆院本会
議でついに教育基本法「改正」案が野党欠席のまま可決され
るという切迫した状況のなかで、シンポジウムは行われまし
た。パネラーは政治学者のダグラス・ラミスさん、ジャーナ
リストの竹信三恵子さん、千葉大学教員の三宅晶子さん、富
山大学教員の小倉利丸さんです。
　ダグラス・ラミスさんの発言は沖縄をめぐる問題が中心で
した。もし改憲がなされたら沖縄が本土と付き合う必要はな
くなること。また、「９条の会」の広がりをみても護憲には一
定の規模があるがその多くで日米安保の問題を脇においては
いないかという問題提起がなされました。
　竹信さんは、ジェンダーバッシングと、経済の新自由主義
化という一見かけ離れた問題がどのように繋がっているかを
論じました。新自由主義に「便利な女性が欲しい」というこ
とが、ジェンダーバッシングの根拠だということです。
　三宅さんからは、公的支出が低い、教育格差が大きいこと
が日本の特徴になっており、これが今の日本の教育の抑圧状
況の基底にあること。教育基本法「改正」については、「国民」
と国家の関係を逆転する、つまり「国民」に責任を押し付け、
「国家」が責任を負わないという「公共の精神」を、「改正」の
コアにすえようとしていることが指摘されました。
　小倉さんからは、安倍政権には復古主義的なもの以外にあ

まりみられない。全体として曖昧さを残しながら、ナショナ
リズムを浸透させたいという思惑だけがあるのではないか。
「危機」は煽るが答えはないという、「危機管理型」の政権にな
らざるをえないのではないかという指摘がなされました。ま
たそのナショナリズムについて、戦後の経済主義的、親米的
ナショナリズムは、論理で切れない部分がたくさんあり、そ
のことをごまかしてきたのが戦後右翼。その問題が、たとえ
ば靖国「遊就館」問題にみられるように今露呈しかねなくな
っている。こうした隘路を突破する、「新しいナショナリズ
ム」をつくりあげることも成功していない。他方で対抗する
側も、オルタナティブを喪失している状況がある。いっそ
「反政府運動」をする位の、思い切ったアクションが必要では
ないかという問題提起がなされました。
　全体討論ではこうした状況下でどのようなオルタナティブ、
取り組みがありうるのかということに議論が集中しました。
「まずい」と思ったことを意思表明すること、またその場をつ
くっていくこと、そして表現する抵抗のスタイルを発見して
いくことの大切さや、運動の継承も重要だが、若い人が新し
い運動のうねりをつくっていくことの重要性などについて議
論が交わされました。

（事務局／かがりひらく）

報告▶ピープルズプラン研究所2006年シンポジウム
「『美しい国』の右翼政権」11月18日

　憲法研究者の団体である憲法理論研究会の公開シンポウジ
ウム。リアリズムと理念の両側面から非武装平和主義を考え
るというのがこの企画の趣旨。まず、国際政治学者の豊下楢
彦氏が「リアリズム」の側面からの報告を担当。豊下氏は、大
量破壊兵器不拡散政策の転換点を2001年とする。その理由
は２つある。
　まず、９・11をきっかけに、日米がインドとパキスタンに
対する制裁を解除した上、さらに緊急経済支援まで行なった
ことである。パキスタンは、イラクの比ではない危険性を持
つにもかかわらずである。次に、生物兵器問題である。クリ
ントン政権下で中止されていペンタゴンの炭疽菌製造は、ブ
ッシュ政権下で再開される。だからこそブッシュ政権は、自
国への査察を避けるため同年７月、クリントン政権下で進ん
だ生物兵器禁止条約の査察体制構想を潰すのである。
　氏は、このような米国の二重基準の出発点がイスラエルの
核保有にあることを指摘し、1981年にイスラエルがイラク
の原子炉を空爆で破壊した時の安保理決議に立ち返ることを
主張する。そこで安保理はイスラエルにIAEAの査察を受け
ることを要求していたのである。今日、必要なのは核不拡散
体制の再構築である。

　氏は、北朝鮮の核実験で、日本と朝鮮半島の非核化の「現
実性」が逆に浮かび上がったという。つまり、５大国の核保
有を自衛の理由で認めるならば、北朝鮮あるいは他の全ての
国についても自衛のための核保有を妨げることはできないの
である。一国レベルの核の傘や抑止論を超えて、非核諸国の
安全を確保して、核保有の意味を失わせるという構想が今こ
そ現実味を持つ。実は、このような試みは、吉田茂の「非武
装・中立地帯案」やF・フクヤマ、ライス国務長官の安全保
障構想の中にもすでに見られるのである。
　２人目の講演者、憲法学者の麻生多聞氏は、理念面からの
報告を担当。氏は、戦争を倫理的な理由で正当化する「正戦
論」などの戦争観について様々な思想家を例に解説。特に、
自由や民主主義を大義に据えるアメリカの正戦論が批判的に
検討された。M・ウォルツァーの正戦論では、非戦闘要員へ
の攻撃さえ容認しており、正戦論における正義がいかに恣意
性をはらむ危険なものであるかが指摘されていた。
　平和主義を「理想主義」と嗤う「現実主義」。その「現実主義」
の疑わしさを徹底的につくことが、改憲に反対する勢力には
求められていることを感じた。　　　　　（事務局／今井晶）

報告▶11月18日憲法理論研究会公開シンポジウム
「憲法９条と平和構想」




